
令和８年２月５日 

守谷市教育委員会 御中 

守谷市立黒内小学校通学区域地域検討部会 

部会長  荒木 達樹 

 

守谷市立黒内小学校通学区域地域検討部会の結果について（報告） 

 

 令和７年度に開催した守谷市立黒内小学校通学区域地域検討部会での協議

結果については、下記のとおりですので報告いたします。 
 

記 

 
１ 通学区域の変更について 

（１）協議結果 

ひがし野一丁目、ひがし野四丁目、土塔本町、土塔新山及び原本町を、黒内

小学校の通学区域から他小学校の通学区域へ編入することは、適切ではない。 

（２）検討過程 

令和５年度及び令和６年度に実施した通学区域審議会での協議内容を踏ま

え、ひがし野一丁目、ひがし野四丁目、土塔本町、土塔新山及び原本町の５つ

の地域について、通学区域の変更の議論を行った。 

地域代表の委員からは、通学区域の変更の議論を行う対象として各地域が選

ばれた経緯について、その趣旨を確認したいとの意見が寄せられ、また、通学

区域を変更することは、地域内の分断につながるという意見や通学距離が遠く

なるという不利益を被るという意見が出され、通学区域の変更については反対

意見が表明された。 

それらの意見を受けて、本部会としては、通学区域の変更は適当ではないと

いう結論に至った。 

 

２ その他の特筆すべき議論状況 

・通学区域の変更は選択肢としてとり難いとしても、通学区域の選択制の導入

等の適正規模を目指すために取り得るその他の方策については、議論すべき

との意見で一致した。もっとも、適正規模に向けた通学区域の変更以外の方

法の検討にあたっては、部会の地域代表の選出方法を含め、より広範な意見

を適切に拾い上げるための手法を検討する必要があるとの意見が、一部委員

から寄せられた。 

・守谷市が学校新設を行わないという方針であるとしても、学校の新設を要望

する意見が、一部委員から寄せられた。 

・スクールバスを運行する上では、運転手不足などの課題があることが指摘さ

れた。 

資料 No.２ 
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会  議  録 
 

会議の名称 第１回守谷市黒内小学校通学区域地域検討部会 

開催日時 
令和７年７月２４日（木） 

開会：１７時００分   閉会：１８時３０分 

開催場所 守谷中央図書館 視聴覚室 

事務局（担当

課） 
学校教育課 

出 

席 

者 

委 員 
吉田委員、荒木委員、片桐委員、堀米委員、古橋委員、池田委

員、松見委員、渡辺委員、鯨井委員、明嵐委員、天野委員 

その他  

市職員 
奈幡教育長、直井参事、小林部長、藤沼課長、坂本課長補佐、

後閑係長、岡野主任、姫野主任 

公開・非公開 

の状況 
■公開  □非公開  □一部公開 傍聴者数 ２人 

公開不可の場合

はその理由 
 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委嘱状交付 

４ 協議事項 

 （１）部会長の選出について 

 （２）守谷市立小中学校適正配置基本方針について 

 （３）黒内小学校の適正化方策について 

５ その他 

６ 閉会 
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審  議  経  過 

協議事項１ 会長の選出について 

会長は委員の互選で決定することとしたところ、荒木委員が会長へと選出された。 

協議事項２ 守谷市立小中学校適正配置基本方針について 

――――――――――――――事務局説明――――――――――――――― 

事務局：守谷市立小中学校適正配置基本方針及び守谷市黒内小学校通学区域地域

検討部会の概要について、資料 No.1～2 に基づき説明。 

――――――――――――――質疑・意見――――――――――――――― 

委 員：検討部会のスケジュールについて、資料上は令和８年度末となっている

が、先程の説明の中では令和９年度末とあった。令和８年度以降も続く

ということか。 

事務局：説明の誤り。正しくは令和８年度末までとなっている。 

委 員：今後、検討部会の委員数が増える可能性はあるか。検討部会の目的は「各

制度の導入や変更、通学区域の変更による効果等の検証」及び「黒内小学

校の通学路の安全確保に関すること」となっているが、今回集められた

委員の地域は、各制度の導入を受けた地域ではない上、児童数が多いこ

とで通学に困っている地域ではないのではと考えている。このままの委

員で２年間続けるのか。 

事務局：委員の定員は１５名となっているので今後増える可能性はある。 

委 員：松並青葉地区から委員を選出することはないのか。 

事務局：現時点で地域については何も決まっていないが、今後の検討部会の方向

性によっては、委員を追加で選出する可能性はある。 

委 員：松並青葉の委員がいないことに違和感があるが、理由を聞きたい。 

会 長：委員選出の基準などはあるのか。 

事務局：本検討部会は通学区域の変更を１つのテーマとしているが、今回選出し

た委員の地域が、その変更の対象となってくる可能性がある。ただし、そ

れは結論ありきの話ではなく、候補となる地域の御意見は最初から伺い

たいという意図での選出である。 
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委 員：今後、松並青葉の方に対して、実運用に関するヒアリング等を行ってい

く必要もあると思うが、そういった場合も柔軟に対応するということで

よいか。 

委 員：この会議の結果次第では、どの学校に通うかによって利益・不利益を被

る人もいると思うが、地域の実情を知らずに会議に参加することに違和

感がある。私自身、次の会議までに現場を歩いて、議論に参加したいと考

えている。事務局も、現場の状況は把握しているのか。 

事務局：北園の交差点の問題など、承知している。踏切には通学補助員も配置し

ているが、人数の多さは問題の一つと考えている。 

委 員：危険箇所についても把握しているのか。 

事務局：学校教育課では、学校・警察・道路管理部署と連携し、通学路の安全点検

を毎年実施しており、危険箇所について把握している。随時対応も行っ

ている。 

会 長： PTAでも通学路の危険箇所については都度、死角になっているところな

どを実際に歩いて確認するなど、日々、モニタリングを実施している。部

会でのテーマは通学路の安全確保の前に、適正化の方に重きがあるよう

だが、次回以降、通学路の議論をする際には、基本的な情報や、追加の調

査など、追加の情報収集は可能なのか。情報が少ないと感じる。黒内小学

校の PTA で収集した情報等も提供することはできる。それらをベースに

議論していければと考えている。 

委 員：机上の理論で終わらないよう、最大限実情を見ながら議論していきたい。 

委 員：民生委員のあいさつ運動に、年間２週間ほど参加している。先日６月に

参加した際、松並青葉の方面からの児童数が減った印象を受けた。 

委 員：この部会は、黒内小学校の適正配置に焦点を絞っているが、通学区域審

議会の委員には守谷中学校の PTA の代表が含まれていないはずである。

黒内小学校の問題は、今後はそのまま守谷中学校の問題となるはずなの

にもかかわらず、守谷中学校の保護者の意見が反映されていないのは残

念に思う。保護者の代表がその場にいた方がよかったと思う。審議会の

委員には、守谷中学校の PTA はいるのか。 

事務局：令和７年度の委員にはいない。 
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委 員：委員の選出については、当事者の声を広く拾えるようにしていただきた

い。 

協議事項３ 黒内小学校の適正化方策について 

――――――――――――――事務局説明――――――――――――――― 

事務局：黒内小学校の適正化方策について、資料 No.3 に基づき説明。 

――――――――――――――質疑・意見――――――――――――――― 

委 員：基本方針における小学校の通学距離の目安は２ｋｍとなっているが、昨

年実施されたアンケートにおいて、適切と思う距離について確認したと

把握しているが、その結果が２ｋｍではなかったかと思う。これについ

て、通学距離がおおむね２ｋｍというのは、変更の予定はないのか。２ｋ

ｍだと遠いのではないか。 

事務局：昨年度まで審議会で議論して決定したものなので、現時点では変更の予

定はない。 

委 員：通学区域審議会で学区の変更に関する議論がなされた結果、スクールバ

スの導入が決まったはずだが、新たに検討部会を設置し、異なる委員で

一から議論をしているのはなぜか。 

会 長：質問内容は、この会の設立趣旨ということでよいか。 

委 員：去年議論したことと、また同じことをやる理由が分からない。 

会 長：検討部会で議論することというのは、審議会で決めたこととしてスクー

ルバス制度が始まったが、それでもまだ適正化レベルに至っていない現

状を受け、追加の施策を取るための議論をする場と認識している。 

委 員：今回集まった委員の地区は、昨年度学区の変更について反対を表明し、

その結果、学区の変更はなくなったはず。スクールバスの運用が始まっ

ているのだから、それをどう拡充していくかといったことや、現在は就

学校変更の申し立てにより学校を変更した方でバスが利用できていない

方がバスを利用できるようにするといったことを議論するなら理解でき

るが、一旦、半年前に地域が反対したことをまた案として挙げるのは理

解できない。 

会 長：地域住民が反対したから学区の変更をやめたわけではないと認識してい

る。今後も松並青葉地区だけが対象となるということではなく、前回、区
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域の変更の対象とならなかった地域も含め、市全体でこの問題を解決す

るための場であると認識している。この認識で合っているか。 

事務局：松並青葉地区を特定地域として指定しているが、今後拡充することも考

えられるし、事務局案として出したものが全てではない。通学区域の変

更を事務局案として出しているため、可能性のある地域方に、委員とし

て出席していただいているが、そこに固執する必要はない。 

委 員：当時のアンケート結果を踏まえると、通学距離の２ｋｍというのは、昨

今の天候等の観点からも小学校１年生が通うのには現実的ではないと考

える。再検討をお願いしたい。 

事務局：通学距離については、検討部会の趣旨に添わないが、安全の確保という

観点では、重要な観点ではあるので、その見直しの必要性について、審議

会へ報告することは可能。 

会 長：今回の検討部会で焦点を当てたいのは、適正化規模に近づけるための方

策になると思う。事務局からの方策案は２つあるが、採用されるのはい

ずれか１つとなるのか。 

事務局：目的はあくまで黒内小学校の適正化なので、そのために現実的であれば、

両方採用もあり得る。また、逆にいずれも不採用ということもあり得る。 

会 長：今回の会議において、方策案に対して、感覚論のような意見を付すこと

はできるが、具体的な方策について検討し、決定するのであれば、適正規

模にするために何人を他校に振り分ける必要があるのかなど、そういっ

た目標値がないと難しい。今日は意見を吸い上げるだけでいいのか、そ

れとも踏み込んだところまで議論すべきなのか、どちらか。 

事務局：第一回目なので、基本方針や検討部会の役割を認識していただくことを

ひとつの目的としている。その上で、具体的な内容まで踏み込んでいた

だければありがたいが、意見の吸い上げのみであったり、情報や認識の

共有の場となったりするだけでも差し支えはない。具体的な目標値につ

いて、あくまでひとつの目安に過ぎないが、スクールバス制度は、黒内小

学校の在籍児童数が８００人台になることが見込まれた頃に終了時期の

検討を開始することとしているので、黒内小学校の在籍児童数８００人

台、というのを目指して議論していくことになると考えている。 

会 長：今日何か決めるというよりは、それぞれの案について、事務局が検討し

た根拠があると思うので、その説明を事務局にしてもらい、他にも委員



6 

 

から意見があればそれを聞いて、次回踏み込んで議論していく形が良い

のではないかと考える。議論を促進するためにも、２つの方策案につい

て、事務局が見込んでいる効果などについて、もう少し補足してもらう

ことはできるか。 

――――――――――――――事務局説明――――――――――――――― 

事務局：方策案について、資料等にもとに補足。 

――――――――――――――質疑・意見――――――――――――――― 

会 長：令和７年度から、すでに５２人ほどが別の学校を選択しており、また先

日広報紙にも特集が掲載されていたが、児童と保護者の選択肢が増えて

いくことは非常に良いことだと感じる。事務局提案の方策以外にも、委

員で持っているものがあれば伺いたい。 

委 員：方策案の１と２は、どちらかを実施することで、目標である８００人台

に近づくという理解でよいか。 

事務局：推計上は、現在実施しているスクールバス制度で８００人台を達成でき

る見込みではあるが、それは令和１７年度の達成見込みであり、１０年

後となってしまう。（方策１もしくは２により）少しでも児童が分散する

ことで、少しでも早く目標が達成できる見込みである。 

会 長：目標とする時期を定めないと議論が進まないのではないか。１０年だと

長く感じるが、事務局に目標値はあるのか。 

事務局：現時点では、具体的な目標値はない。 

会 長：方策案の効果などについて具体的に議論できるよう、次回の会議のとき

までに、この２つの案に対して、シミュレーションを行っておいていた

だきたい。目標については、暫定的に、この場で決めるのはどうか。例え

ば５年後など。今後、他の案が出たときにはその案についてもシミュレ

ーション行った上で効果を比較することが良いと考える。 

事務局：単純に１０年の半分である５年や、今年度からスクールバス制度が始ま

っているため、小学校を卒業するまでということで６年など、このあた

りで設定するのが良いと考えている。 

会 長：一旦、５年以内に適正規模を目指すという方向で進めていきたい。 

委 員：（通学区域変更の）経過措置の３年間というのは、３年が経過したら有無

を言わさず、変更先の学校へ進学することになるのか。 
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事務局：基本的には経過措置期間の終了後は、変更先の学校へ通学することにな

るが、例えば兄弟がいるような場合などは、兄弟がいる学校へ就学が可

能となるようにする。（補足）３年が経過しても、すでに入学した児童は、

卒業するまで同じ学校に通うことができる。 

委 員：別紙２の緑の地区については、すでに通学区域の変更となっているとい

う認識でよいか。例えば、さつき台地区は、今後の進学児童の見込み人数

が１～２人となっているようだが、この１～２人を松ケ丘小学校へ進学

させることは大勢に影響を及ぼさないのではないか。この地区を松ケ丘

小学校へ変更することとした経緯を説明していただきたい。 

事務局：さつき台地区については、黒内小学校と松ケ丘小学校への通学距離の観

点では、松ケ丘小学校の方が近いことから、選定した。人数については、

通学区域を変更したという実績も必要と考え、変更をかけている。 

委 員：配置の基本方針についてだが、適正規模を学級数で判断しているが、実

際の状況を見てみると、４年生だけは１クラス３５名以上在籍している。

この状況をどう考えているか。落ち着いて勉強できる環境とは言えない

のではないか。１学級の人数については、審議会において、より議論して

いただきたかった。 

会 長：今回は検討部会で協議する事項の意見に限定したい。 

会 長：別の案を出すのは今回ではなくてもよいが、次回はどういった議論にし

ていくのがいいか、意見をいただきたい。私の意見としては、比較検討す

る上でも、事務局で各案の効果をシミュレーションしておいていただけ

ると次回の議論がクリアに進められのではないか。この他、次回に向け

て必要な情報などがあれば、意見をいただきたい。 

教育長：学級数については、教室が不足するから１学級の人数を増やしているの

ではなく、国の基準が３５名となっている。３５名以上の学級があるの

は、特別支援学級に在籍する児童数を合わせているからである。 

委 員：スクールバスの感想などを聞く機会はないのか。今年の状況について聞

くのも重要と考える。 

事務局：市としてもスクールバスの満足度を高めることが重要と考えている。６

月に利用者アンケートを実施している。満足度の点数については集計済

みであり、５点満点でバス・乗降管理システム・送迎ステーションの３つ

の項目について聞き取りを行った。バスについては平均３．７９点、乗降
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管理システムについては２．２６点、送迎ステーションについては３．４

４点という結果になった。 

委 員：それは低いと見るのか、高いと見るのかどちらか。また、特定地域選択

制度の拡充について、バスの台数の限界についても解決した上で、次回

までにシミュレーションするということなのか。バスに乗りたい人が多

くいると抽選になってしまうと聞いたが、それでは正しい計算は難しい

のではないか。 

事務局：結果については集計中のため、現時点ではあくまで市の公式見解ではな

く、担当の所感に留ってしまうものの、バスについては満足度が高いと

考えているが、一方でシステムについては低いと考えられるため、こち

らは改善点と捉えている。ここにテコ入れをすることが、満足度を高め

ることにつながると考えている。また、定員については、スクールバスの

基本的な方針としては、申込みいただいた方が全員乗車できるようバス

を手配するつもりだが、教室数の都合など、物理的な問題もあることか

ら、抽選という仕組みを設けている。 

会 長：シミュレーションも、そうした現実的な線で検討をお願いしたい。今後

のスケジュールについて、事務局から説明してください。 

――――――――――――――事務局説明――――――――――――――― 

事務局：資料に基づき説明。 

その他 

委 員：検討をしていく上で、特別支援学級に関する資料をもう少しいただきた

い。 

事務局：資料 No.３にあるグラフに掲載されている。通常学級数と、全体学級数の

数字が載っているので、そこを差し引きすることで、特別支援学級数が

確認できる。 

委 員：令和７年度は通常３７、特別支援が１２の合計４９となっている。 

委 員：近所の方から、人数の多い学校の児童クラブの状況がどうなっているか

不安という声が挙がっているが、どのような状況か。 

事務局：市では待機児童ゼロを目標に掲げ、黒内小学校は対象人数が多いものの、

受け入れられる体制を整えているので安心してもらってよい。 
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員、松見委員、渡辺委員、鯨井委員、明嵐委員、天野委員 
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奈幡教育長、直井参事、小林部長、藤沼課長、坂本課長補佐、

後閑係長、和田主任、姫野主任、細谷主事 

公開・非公開 

の状況 
■公開  □非公開  □一部公開 傍聴者数 ４人 

公開不可の場合

はその理由 
 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 報告事項 

  教育施設新設等に係る守谷市の方針について 

３ 協議事項 

  黒内小学校の適正化方策について 

４ その他 

５ 閉会 
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審  議  経  過 

会 長：今回は第２回ということで、議論のポイントは色々とあると思うが、な

るべく論点を発散させたくはないので一旦事務局から教育施設等に係る

守谷市の方針について、まず前置きとして共有いただき、それに従って

その後の協議に入りたいと思う。 

報告事項 教育施設新設等に係る守谷市の方針について 

――――――――――――――事務局説明――――――――――――――― 

事務局：第１回目の部会の後に委員から、令和６年度中に開催された守谷駅東側

周辺の子育て・教育環境等を検討するための有識者会議の開催状況や、

そこで出た方針等について質問があったため、そのことについて、まず

は報告をさせていただく。 

今月開催された９月定例月議会での一般質問において、新設校の設置に

ついて市長の考えを問う質問があり、それに対して市長は次の旨の内容

で答弁を行っている。 

「新設校などがあるに越したことはないが、現実問題としては、新設校

を造るとなれば用地確保や許認可といった課題があり、最短でも開校ま

で５・６年ほど時間を要するが、その頃には黒内小学校の在籍児童数が

減少傾向になるという見込みであるため、新設校を造る必要があるとは

思っていない。これから将来の財政的なことを踏まえ、できるだけ将来

の子どもたちに負担をかけないような財政環境をつくり上げていくとい

うようなことからすれば、膨大な建設費を投入して、かつ入学する児童

が減っていく中で、新しい学校は造らないというのが私（市長）の基本的

な考えである。建築費そのものは確保できても、その後の維持管理費と

いうのは非常に大きなものがある。守谷市として、経常経費をどう抑え

ていくかというような考え方からすれば、統合や建て替えは別問題とし

ても、新たな建物というのは必要ないのではないかと思っている。 有

識者会議の意見を踏まえてもその考え方には変わりはなく、今の段階で

学校を造るべきではないと判断をしている。」 

したがって、市としては、現時点では新設校を設置するという考えはな

いため、この部会でも、新設校設置という選択肢は一旦除外し、黒内小学

校の適正化方策について議論をお願いしたい。 
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――――――――――――――質疑・意見――――――――――――――― 

会 長：新設校の話をしてしまうと、今後議論する事務局案との単純な比較がで

きなくなるため、私としても新設校については一旦、この部会の議論か

らは外すという前提で、協議できればと考えている。今の事務局説明に

ついて質疑等はあるか。 

 

委 員：新設校を造らないという点についてだが、以前からひがし野地域として

も要望して、用地の確保が難しいという説明を受けている。具体的に用

地確保の検討結果を詳しく知りたい。新設校を除外するということにつ

いて、委員が納得しないと、議論を進めることができないと思う。 

 

会 長：新設を除外する方針は、市がすでに決定しているが。 

 

委 員：その経緯について知りたい。 

 

会 長：経緯の確認であれば良いと思う。何か事務局から説明できるか。 

 

委 員：具体的には、対象のエリアや候補地について知りたい。 

 

事務局：有識者会議の中では、議論のために市の人口推計や、ひがし野地区の児

童数の推移や、その他にも財政的な面も含めて、候補地は全部で５か所

検討した。ただ、残念ながら全て市有地ではなく、一般の方の所有地であ

る。加えて、学校を建てる場合にどれくらいの規模が必要になるか、面積

なども試算した。学校施設は２つのパターンで検討した。１つ目は、松並

青葉とひがし野、それから原本町の３地区の児童が収まる規模の学校と、

もう一つが、守谷小学校区も含めて加えたパターンで、面積としては、１

つ目のパターンだと約２万㎡。これは、グラウンドや体育館も含んでい

る。２つ目のパターンだと約２万３，０００から２万３，５００㎡ほどの

面積となる。これらは国の基準を基に算出している。候補地の中にこの

面積条件を当てはまるものが１か所あったが、交渉までは行っていない。

その土地は、文化財等の試掘調査を要する土地であり、その調査にも時

間を要することから、新設校や分校の建設は早くて５、６年を要すると

示しているが、それ以上の時間を要することとなり、見通すことができ

ない。 

 

委 員：学級数はどのくらいの規模で検討したのか。 
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事務局：新設校の場合、通常学級が１６から２１学級。特別支援学級が５から６

学級。この他、理科室や図工室などの特別教室も必要となるため、規模と

しては大きいものになる。校舎の面積だけで、１つ目のパターンだと約

５，５００㎡。２つ目のパターンだと約６，６００㎡程度で試算してい

る。したがって、おおよそ守谷小学校程度の規模の学校を建てるような

イメージとなることを、有識者会議にて報告している。 

 

委 員：そのぐらいの規模で検討すると候補地は１箇所しか条件を満たせないが、

分校など、規模を小さくすることは検討したのか。 

 

事務局：分校についても検討した。例えば１年生から３年生を分校に、４年生か

ら６年生は本校でという形で考えた場合、分校は約１万６，０００から

７，０００㎡程になる。 

 

委 員：学級数はどのくらいか。 

 

事務局：通常学級が９から１３学級、特別支援学級が３から４学級で見込んだ。 

 

委 員：東京など、同じように子どもが多いところで学校を造っているところへ

聞きに行ったりしたが、大体１０，０００㎡とか、小さいところだと１２

クラスで８，０００㎡とかで建てている学校もある。今は暑いこともあ

り、校庭は守谷小学校のように大きいものではなくてもいいという意見

もあり、私も個人的にはそう思うが、できないことではなく、このよう

な、５つの候補地で可能な現実的なアイデアは検討したのか。 

 

事務局：東京だと、土地価格が高く、恐らく広い面積を確保できないのではない

か。グラウンドを屋上に設けるなど、色々な工夫を行っているかと思う。

黒内小学校の児童にもう少しゆとりある環境を提供するためには、当然

ある程度の面積を提供しないと、学校を建設する目的とずれてしまう可

能性があったため、そういった屋上や建物の中で運動をやるといった方

向性については、深く議論はしていない。 

 

委 員：有識者会議の議事録とかも拝見したが、市長は「有識者会議の結果と自

分の考えはほぼ同じ」、「あったらいいけど建てない」というようなこと

を言っていたが、有識者会議の議事録では、委員は皆、新設校や分校は基

本的に建てるべきというような議事録が残っていた。守谷市もそれを見

ているはずなのに、なぜそこは深掘りしなかったのか。 
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会 長：この議論は、この部会で扱う話ではない気がする。有識者会議や市長の

判断自体に対して、それは一体どういう前提で、どういう発言だったの

か、という話だと思うが。 

 

委 員：それは、親部会である通学区域審議会で当然なされたと思って、その議

事録とかメンバーの方に聞いたが、それは通学区域審議会ではなく、市

の方でやるのだと言っていた。有識者会議の委員達も、建てるべきだと

いう発言をしていて、議事録も残っている。しかしながら、そこにきちん

と向き合わず、深掘りせず、そこは除外してそれ以外で考えようという

のは、私は腹落ちできない。 

 

会 長：それ以外で考えるといったときに、この部会の立てつけとして、そこま

でのことをやることが今、前提になるのか。 

 

委 員：だとすれば、通学区域審議会の方でそこをしっかり議論した後で、こち

らに持ってくるべきではないか。下部組織の方が、そこを超えて議論を

するというのは、非常に私の中では腹落ちできない。 

 

会 長：立てつけについて何か御意見があれば事務局の方からお願いしたいが、

下部組織だからといって別に何か大きな、我々ができることは、今ある

シミュレーションの中で意見を出すことも一つの役割だと考えている。

その前提で前回の第１回目の議論というのは進めていて、新設に関する

議論というのは、第１回目には出てきていない。その中で、実際にその議

事の後に御意見を頂いて、こういうふうな形で議論するのは構わないが、

この貴重な１時間半の時間をこの有識者会議や、市長の判断について費

やすのは得策ではないし、私としても、そこに時間は使いたくないので、

今回は、前回の議事に従って事務局にシミュレーションしてもらったの

で、まず、そこに関してのオプションについてしっかりと議論したい。 

 

委 員：この１回目の会議の後に、本町とひがし野の地域の方を集めて意見交換

会をした。市長の話を聞く前だったが、その場でも、やはり新設校という

話は出た。そのため、私はこの案がこの前、市の方からは出ていなかった

が、この会議の中で、新設校を建てたらいいのではないかというのを一

つの案として出そうと考えていた。それは多分、一緒に意見交換会に参

加された、他のエリアの皆さんも同じだと思うので、その案を出そうと

思って今日来たので、皆さんの意見も聞いてもらいたいのだが、そこを

いきなり前提から外されると、私たち地域の代表で来ているので、やっ
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ぱり地域の声をしっかりとこの委員会の場で届けたいという思いがあ

る。 

 

会 長：案を出していただくこと自体は別に構わないと思うが、今回この１時間

半を何に使うかという話をしていて、そのときに、今回シミュレーショ

ンしてもらったものというのは、事前に配付をされていて、我々は目を

通していて、議論をできる状態にある。それに対して、今回提案してもら

う内容というのは新しい内容になるので、それは今日議論すべきことで

はないと思う。今日、提案してもらうことは構わないと思うが、しっかり

としたシミュレーションをやらなければいけないわけなので、提案内容

に対して本格的な議論をするのであれば、次の部会のタイミングでやら

せてもらいたい。 

 

委 員：一旦ここで終わりにする。議論に入る前に、委員には事前に資料が送付

されているので、恐らく読み込んできていると思う。そのため、もし差し

支えなければ、事務局からの説明は省略し、恐らく委員は皆いろいろ疑

問点があると思うので、そこから入ってもらいたいと思うが、どうか。 

 

会 長：他の委員の方もいるので、私としては一旦説明を聞きたい。ただ、全部

しらみつぶしにやっていただく必要は全くないと思っているので、本当

に概要だけでもまずは説明してもらい、他の委員の方々も、何か提案が

ある可能性ももちろんあるので、それは、その後に聞くタイミングを設

けたいなと思っている。そういうふうに進めさせてもらいたい。事務局

の方からシミュレーションの結果について説明をお願いしたい。 

――――――――――――――事務局説明――――――――――――――― 

事務局：資料 No.１～３に基づき説明。 

――――――――――――――質疑・意見――――――――――――――― 

会 長：ここまでのことについて、質疑はあるか。 

 

教育長：この後、議論をするにあたり、この人口推計シミュレーションは業者が

行っていると思うが、例えば資料１の１ページ目の令和７年度、通常級

３９となっているが、今は３７となっている。特別支援を入れると４９。

令和８年度に関しては、もう既に校長とは次年度の学級数、教職員の定

数の面談を始めたので、３８ではなく、実数は３６になっている。その辺

のシミュレーションの根拠と実数がずれていると、委員が協議検討しに

くいと思うが、その辺りの根拠の説明が必要ではないか。 
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事務局：今回の根拠は、最新の状況を反映できれば一番よかったのだが、今、市

が公表している、計画として持っている最新の児童数が、令和６年度中

に推計業務として行ったこちらの数字となるので、こちらをベースに今

回シミュレーションしている。 

 

教育長：実数がずれているという前提のシミュレーションという解釈をするしか

ないということか。 

 

会 長：そうすると、実際の数はこの１年ぐらい前倒しで少し減っていると。 

 

事務局：実績としては、令和７年度は通常学級でいうと２学級減っている。８年

度もこの表からは２学級減る見込みである。 

 

会 長：校長先生、実際の学級数について補足をお願いできるか。 

 

委 員：今のところ通常級は３７、来年度は５学級になる予定であることを前提

にすると、６学級が卒業して５学級が入ってくることになるので、１学

級減となり、２学級ずつ減る形になる。今後は分からないが、今年も５学

級、来年も５学級ということを考えると、オール５学級になっていくこ

とすれば、今後、今の４、５年生が６学級ですので、１学級ずつ減り、そ

の後７学級ずつなので、２学級の減になっていく形になるのではないか

と漠然と考えている。ただ、特別支援学級については、多様なお子さんが

いる関係で、この後も少し学級は増える年も出てくるのではないかと考

えているので、特別支援学級を加えると、現状と比べ大幅に減っていく

かというと、実際のところは見てみないと分からない部分もある。通常

級に限っていえば、毎年１学級ないし２学級は減っていく形になるので

はないか。この表からは、ずれていく形になるかなというふうには思う。 

 

会 長：ありがとうございます。私から質問を二つだけしたい。シミュレーショ

ンの最後の方に出てきた就学校の基準について、就学校変更基準の要件

１６について、この基準は誰が定めているもので、変更の権限は誰が持

っているのか。 

 

事務局：この規則自体が守谷市教育委員会で定めている教育委員会規則となる。

教育委員会規則は、基本的には守谷市教育委員会で議決を得た上で決定

するものだが、この要件というのが、通学区域審議会の中で出た意見を

反映させているものとなる。通学区域審議会の意見を受けて、規則に落
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とし込まれた要件という形になる。 

 

会 長：そうすると、変更にあたっても通学区域審議会で何らかの協議が必要な

のか。 

 

事務局：通学区域審議会から出た意見に対するものなので、通学区域審議会に諮

るというか、報告する必要があると考えている。 

 

会 長：続いて資料３の保護者のアンケートについて、この集計に関してはどち

らかというと、その地域の選択制度そのものというよりは、実際システ

ムというか、仕組みのところに対する評価ということになるか。 

 

事務局：そのとおりである。前回御質問のあった内容だったので、資料として今

回出した。 

 

会 長：特定地域選択制度そのものに関しての、実際に制度を利用している方の

評価というのは、特にデータにはないということか。 

 

事務局：現状、回答としてはバスに対する評価であったり、システムに対する評

価が主なものであった。 

 

会 長：そのほか質問ある方はいるか。 

 

委 員：２ページのイのシミュレーションのところの土塔新山と土塔中央となっ

ているが、これは土塔本町だと思うのだが。 

 

事務局：そのとおりで、土塔本町の誤りである。 

 

委 員：確認なのだが、今さっき会長の質問で言っていたのは、この内容は、通

学区域審議会で出た案を私たちが話合っているということか。 

 

事務局：就学校変更基準のところの話か。 

 

委 員：それはどこか。何ページにあるか。 

 

会 長：４ページのアのところにある「過大規模校の」という要件のことを言っ

ていた。この基準があるので、過大規模が解消されると、その要件に該当

しないので、今まで使っていたものが使えなくなってしまうというとこ
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ろが議論の本題になっているので、それを変えられないかというのが提

案として出されているということである。基準を変えるとなったときに、

どの要件が必要なのかなと思ったときに、先ほどの話だと教育委員会の

規則なので、教育委員会で判断ということになるだろうが、そこに関し

ては、通学区域審議会の答申を踏まえて教育委員会が判断していること

なので改めて諮らなくてはいけないのではないかなというのが先ほどの

質問である。 

 

委 員：数字について出たので、私からも感覚というか、実数じゃないことに対

する感覚の違いなのだが、この表というのは、全体的にこれはこの参考

資料から全て計算された数字になるのか。 

 

事務局：シミュレーションは、令和６年度中に守谷市内の全小・中学校の児童数

推計を行った業務があり、その報告書をベースにしている。その報告書

に記載されている人数と基本的にはリンクはしており、その報告書から、

各地区の年齢の児童数の推計を打ち出したものが、この参考資料になる。

同じ元の数字をベースに、特定地域選択制度がこれだけ増えて、通学区

域変更したときに、これだけ別の小学校へ通学することになったらどう

変わるかという形でシミュレーションを行っている。例えば、その中で

通学区域変更だったら、この地域の子どもがどれぐらい減るのかという

のがあるが、それをベースにしているのが、この参考資料の表と同じ数

字になる。 

 

委 員：だとすると、結構感覚が違うなと感じる。これは数字だけの話になるが、

ひがし野四丁目で説明すると、令和８年は１年生が５人だが、令和８年

の５人は、この委員のみ配付された資料のほうの５歳の５人に当てはま

る。そこから令和８年、９年と下がっていくと考えられる。そうすると、

ひがし野四丁目に限って言えば、１年生の数が５、７、３、１１、１０と

なっているのだが、５、７、３、９、８、５で２桁になることが一度もな

い。それなのに、この表では、ひがし野四丁目に限ってだが、まず１０が

出てきて、１０を平均して、その後ずっとこの辺１０ぐらいの数字をい

っているような感覚になる。全部は見切れていないが、分かりやすくお

かしいなと思ったのが、松並青葉二丁目で、二丁目は１歳の部分が下が

っているが、また０歳で３３人に上がって、１２って、どっちかっていう

と異質な数じゃないかなって思うのだが、松並青葉二丁目のこの参考資

料のほうを見ると、令和１２年、１５人で下がった後、下がったままずっ

と続いていく集計になっている。これは感覚が違うなと思っている。 
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事務局：こちらはコーホート要因法というものを用いて推計しており、令和６年

度の０歳が１０人だとしたときに、令和７年度の０歳が１０人かという

と、そうではない。なぜかというと、転出や転入があったりして、毎年一

定率変化するという、その変化の実績を基にやっているためである。例

えば、ひがし野だと３、４、５歳というのはあまり変化がないと思われる

が、１歳から２歳に上がるときには、１、２歳ぐらいの家庭が転入してき

たりすることで、１歳から２歳になるときに人口は増加傾向にある、増

加する変化率が見込まれるので、これからも０から１歳になるときに何

世帯か転入してきていて、児童が増えるだろうというものが、社会増減

も考慮して人口推計を行うコーホート要因法というものを用いて推計業

務が行われている。そのため、ひがし野四丁目でいうと、数年間、令和

３、５、８年度の５人、９年度の７人、１０年度の３人というのは、恐ら

く数パーセントの増減はあれど、３人に数パーセント乗じても３人のま

まであるので、そう大きな変化としては表れてこないが、１歳児の８人

については、２歳、３歳、４歳、５歳となったときに、数パーセントずつ

増加していった結果として、令和１１年度には１１人ぐらいになってく

るのではないかという推計を行った結果となる。併せて、先ほどの松並

青葉二丁目の件について、こちらの人口推計は、先ほど説明したとおり、

令和６年度中に業務として行ったもので、実は令和６年度中には、０歳

が３３人いるということが見えていなかった部分になる。そのため、１

歳の１２人までは見えてきていて、そこは社会増減込みで繰り上がって

この数字になっているのだが、３３というのが見えてこず、大体これま

での傾向から来年度、０歳児は大体１０人ぐらいだというところから出

たものと考えられる。それが今後も続くだろうという前提で作っている

もののため、今回このような推計になってしまっているという形になる

のではないか。私が実際に推計を行ったわけではないので、あくまで予

想にはなってしまうが、そういった形で、コーホート要因法というのが

実績ベースかつどれくらい変化があったかというのがベースとなるの

で、この松並青葉二丁目のように、０歳が前年度からどう増加したかと

いう予期せぬケースがあると、そこは推計としてかなりずれてしまうと

いうのがこの推計の弱点ではあり、恐らくそれによるものなのかなと考

えている。 

 

委 員：ありがとうございます。併せてになるが、ひがし野四丁目は、今の６年

生から数を、前回の資料で６年生から出ているので、そうすると５、７、

２、３、７、３でずっと１桁なのに、急に上がっていると、これはおかし

いという感覚をこちらも区域変更をお願いされている側は持っていると

いうことを委員の方々には伝えたい、このあやふやなシミュレーション
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を見ながら話していくのも、いかがなものかなと多少は感じている。話

を変えるが、依然として分からない部分がある。前回の部会において、バ

スの拡大と通学区域の更なる変更を、イ案が出されていて、今日の資料

が、ほぼほぼここに集まったメンバーが動くことを前提にしたシミュレ

ーションのみであることも疑問であるし、まず私たちだけのシミュレー

ションしか行われていないことが、そもそもこの部会として、疑問がま

だ晴れない状態なのだが、分かるか。この新設校を今日も話をすること

にもつながってくるのだが、突然ここに集められて、（通学区域を）変わ

らせたいですと言われて、地域の代表としてここにいるということも少

し考えていただきたい。２年前に、私たちは移動しないことになったと

思うが、今回また突然、私たちだけこの移動の候補地に挙げられている

理由をもう一度教えてもらいたい。というのも、２年前と何も変わらな

いのであれば、私たちがここにいるのはおかしいと思う。 

 

事務局：通学区域の変更というのは、外周部から行っていくというのが基本にな

る。今回そこをベースにシミュレーションを行った。 

 

委 員：説明の途中だが言わせてほしい。私たちは外周部ではないと思う。とい

うのも、ひがし野四丁目から黒内小の出口って結構近くて、距離的には

黒内小からアイキッチンぐらいの感覚である。ということは、外周って

もっといないか。私たちは一応、住民説明会をして、住民の方からも意見

をいただいたが、この５地区だけが挙げられているのが納得できないと

いう方が多数いた。というのも、外周から除いたというのであれば、私た

ちよりも外周はいるはずである。例えば、私たちよりも遠いのは原だろ

うか。前川製作所のほうは、私たちよりも黒内小に遠くて、御所ケ丘小に

私たちから守谷小よりも近いはずであるし、清水の方々も私たちより黒

内小に遠くて、私たちより松ケ丘小学校に近い方がいっぱいいるはずで

ある。それなのに外周から外されて私たちが挙げられているというのは

どうしても納得できないので、区域変更の対象地区をもう一度見直して

いただければと思う。 

 

会 長：通学区域変更の対象地区は、今回シミュレーションに幾つかピックアッ

プされているが、別にここに限っているわけではないはずなので、それ

なら、なぜここが選ばれたのかということだと思う。 

 

委 員：前回も言っている。 

 

会 長：多分それは人数の話とか何か前提があれば、そこの説明があるといいか
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もしれないなと思うが、もしやるのであれば、等しくやってもいいかも

しれない。手間などがあるのかもしれないが、確かにその地域の方から

してみると、もう既に決められてしまっているのではないかって、恐ら

く不安があるかなと思う。 

 

事務局：その通りだと考えている。事務局の方でも、具体的にこの地域というの

であれば、シミュレーションも可能である。 

 

会 長：全部個別にやってもあまり意味ないと思う。実際に今、見直し後のもの

でやると、令和１７年度に適正規模になるということが最初に示されて

いて、それを早める施策がないかというのが今回の議論で、そこに有意

義なものというのは何であるのかというときに、それをどう出していく

かだと考えている。例えば、小さい自治会単位でシミュレーションを出

すのは、多分できると思うが、出したところで、その小さい単位で見ても

あまり変動はないはずで、それをどう組み合わせると、どう変動してい

くという、恐らくそこが肝なのかなと考えている。そのため、それが現実

的なのかは分からないが、自治会単位で一旦全部出してみて、こことこ

こを組み合わせると、こういうふうになるというような形でシミュレー

ションを出してみたらどうかと思う。当然、この地区だけではないはず

であるが、そういう対応は可能か。 

 

事務局：シミュレーションは可能である。 

 

会 長：それでは、次回、そういった形で検討するのはどうか。 

 

委 員：承知した。繰り返しにはなるが、私たちは２年前の通学区域審議会で審

議された結果、移動しないことになった地区であって、２年前から今日

まで特に大きな変化はないということは、伝えさせていただきたい。 

 

会 長：そのほかには何かあるか。 

 

委 員：私がこの部会の委員になって、最初に資料を見たときに、雲をつかむよ

うな話で、私なりにこの資料から、自分なりに四つぐらいいろいろ考え

てみたのだが、やればやるほど泥沼に入るというか、一方を立てれば一

方立たず、そういう状態で、なかなか難しい問題だなと感じている。特に

区割りの問題では、町内会単位で考えた場合に、例えば５ｋｍの円の中

に町内会の位置の３分の１入るところもあれば、半分入るのもあれば、

４分の３入るところもある。その線引きをして、４分の１の人は別の学
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校に行けというのが正しいのか、あるいは半分の場合はそのまま黒内に

いていいのか、そういう問題もある。例えばマンションでも、大きなマン

ションだと、円から真ん中で切られるところもあれば３分の１でかかる

ところもある。そのマンションの人たちは、円から外れたから別なもう

一つの円のほうへ行きなさいという問題も出てくる。そういうことも考

えると、本当に一方を立てれば一方立たずというのが、自分なりに大ざ

っぱな案をつくったときに感じているところである。それで、もう一つ

は、町内会によって徐々に小学生が増えている町内会もあれば、減って

いくところもあれば、一定のところもある。それを黒内の問題を解決す

るために、一定の数を維持していきたいというのでやっているわけであ

るが、適正規模にしたいということが大前提にある。そうすると、それも

全部の町内会によって要素が違う。それをうまくやっていくというのは、

誰も、答えを出せないというのは、私が自分なりに色々な案をつくって

みて分かった。誰かが泣かなくてはいけない。絶対にみんなが、私たちの

町内会はみんな一緒に黒内だとか、外れたらどうとかっていう問題をや

りだしたら、さっき言ったように、マンションの人は半分切れたらどう

するのかという話になる。際限なくいってしまう。この問題は、どこかの

町内会が泣かない限り、解決はしないと思う。その辺は事務局が案を幾

つか提示した中で、最終的にイの案が妥当かなという考えがあるようだ

が、私もそれが妥当であると思う。しかしながら、もちろん一つの提示す

る案を個々にみんなが意見を出して、その問題点を指摘しながら絞って

いく。この事務局が作成した案を土台にして、そこでみんなが意見をぶ

つけ合って、集約して一つのものに決めていかないと進まないだろうと

は思う。それから、私が一つ聞きたいのは、バスのことだが、児童のため

にバスをやっているが、これは、今はどの地区がバスの対象となってい

るのか。 

 

事務局：松並青葉地域の子どもが御所ケ丘小学校と郷州小学校に通う場合に対象

となる。 

 

委 員：黒内に通っている人ではなく、他に移動する人たちが対象ということか。 

  

事務局：黒内小学校の中の子たちのうち、松並青葉地域の子たちが対象になる。 

 

会 長：今、委員からの発言に関していえば、恐らく私も同じような感覚でいて、

ハードにというか、がちっと線引きのようなことをしてしまうと、どう

しても誰かが泣かなくてはいけないような解決になってしまうので、そ

うではなくて、ソフトに問題解決できないかといったときに、委員も言
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っていたとおり、イの選択肢というのが、インセンティブで何とかそち

らに希望する方をポジティブな意味合いで増やしていけないかというア

プローチで、事務局から提案のあったのも、恐らく多分そこが狙いなの

かなと。その中で、インセンティブを検討するに当たって、私立の学校に

本当にどこまで支援できるのかとか、いろいろ公平性の問題などが恐ら

くあると思うが、そこは知恵の出しどころなのかなという気もする。ハ

ードではないやり方としては、検討というか、具体化するに値するのか

なというのは、感想を持った次第である。 

 

委 員：このスクールバスが結構後ろ向きだなと思ったのだが、見直し後で思っ

たよりも使ってくれる方が多かったという割に、令和１１年から下げて

きていて、これは何か理由があるのか。もう少しバスの満足度を上げて、

いっぱい使うという手もあると思うのだが。 

 

事務局：物理的な懸念がある。令和１１年ぐらいから、各校バス４台程度になっ

てしまう見込みとなり、今も学校にバスの駐車場を整備しているが、駐

車できるのは４台が精いっぱいである。さらに、当初の推計でもそうだ

が、黒内小学校のピークも過ぎていく段階にはもしかすると、令和１１

年頃から段階的に規模を縮小しており、こちらはあくまで、そう仮定し

てシミュレーションを行ったというだけではあるが、一応ピークを過ぎ

て３年経過した程度で、若干規模が縮小すると見込んで、７から８割の

調整をしている。実績がどうかというよりは、そうなるのではないかと

いう前提での推計を行った形となる。 

 

委 員：これに関して、松並青葉のスクールバスを選択している方々というのは、

どの案になるかにもよるが、スクールバスの新規受付時期がころころと

変わると思うのだが、松並青葉の方はここにいないので分からないが、

納得されるのかなと思うのだが、どうか。 

 

事務局：スクールバスについては、黒内小学校が適正規模になるまでという前提

で開始している。各シミュレーションを行う中で、その適正規模になる

時期が変わるため、それをベースにいつからスクールバスが終了するの

かというのが、この三角で示したラインとなる。 

 

委 員：例えば、一番早くて令和１４年になるようだが、これはスクールバスの

使い控えが起こる原因とかにはならないのか。あと、説明会のときは令

和２３年度くらいまでやると説明していたような話を聞いているが。 
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事務局：令和１７年度に新規受け入れは終了するが、すでに利用している児童は

卒業まで利用することができるため、令和２２～２３年度が終了という

形になると考えている。 

 

委 員：きょうだい児は入らないのか。利用中の児童のきょうだいが令和１７年

以降に入る場合はどうなるのか。 

 

事務局：シミュレーションには反映させていないが、兄弟がいる場合は、新規付

け終了後でも、受け入れる形となる。 

 

委 員：理解した。 

 

委 員：バスについてだが、バスは今、運転手が不足している。また、子どもの送

迎は、子ども以外の送迎と比べて（業者から）避けられると思う。同じ金

額であれば、子どもの送迎は選ばれないと思う。そういう現実を考えて

いくと、終わりになるまでバスを確保できるのか。絵に描いた餅ではな

いか。もしこれを、財源を倍にしても、私はいないと思う。現実的には

５、６年後にはスクールバスの運営そのものが無理になるかどうか、そ

の辺も考えていかないといけない。社会の動向も考えていかないとなら

ない時代になっているので、悠長に考えていられないと思う。その辺に

ついても、いかがか。 

 

事務局：バスについては確かに運転手不足というのは事実であり、今年に限って

いえば、各学校１台ずつ。これが増えれば各学校２台だったり３台ずつ

だったりということになっていくが、こちらの想定としても、先ほども

説明したとおり当然、待機所とか乗降場というスペースの問題もあるの

で、大型中型の違いもあるが、最大でも各校３台ないしは４台程度で考

えている。当然、乗れる人数は決まってくるので、現在は、郷州と御所ケ

丘小学校が変更先になっているが、そこで受け入れられる定員というの

もあるので、受け入れの制限人数の設定も必要が出てくると考えている。

仮にバスが各校３台ずつとなった場合には、令和７年度に関しては１社

と契約しているが、例えば郷州小学校便はバス会社Ａ、御所ケ丘小学校

はバス会社Ｂといったような契約の方法も可能性があると考えている。

無尽蔵にバスを増やしていくということではない。運転手不足などの状

況は考慮しながら、人数設定や契約の方法を考えていきたい。 

 

委 員：バスの会社のほうが運転手を手配できない、人が集まらない、会社その

ものが人数を集められず、倒産もしている。仮に、契約はしているものの、
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人が集まらないからあるいは会社倒産してしまったからということでバ

スが運行できなくなってしまった場合、翌日から子どもたちはどうするの

か、という話になるので、現実を見据えて、私は、バスの送迎ではなく、

通学区域の変更をしないと、困るのは子どもたちだと思う。 

 

会 長：恐らくバスのところは、マクロでいうと本当にそういう傾向にはなる。

タクシーもそうだし、飲食店もどんどん少なくなっている。読み切れな

い部分もあるが、そういうところは織り込んだ上で、そこに過度に依存

しないような形でしっかりと行政に判断してもらうべきという意味で

は、意見として上げていくべきものと思う。時間が残り２０分程度にな

ったので、先ほど新設の話があったと思うが、もし提案いただけるので

あれば、必要なところを次回の部会でまた具体的に詰めたいと思うが、

いかがか。 

 

委 員：その前に、黒内部会が立ち上がったが、今、委員からあったように、や

はりバスの問題とか、通学区域とか分けるというと地域間の対立になっ

てしまうので、非常に難しい問題だと思う。一方、私たちは数字的に過大

規模校だからとか、５年以内にしないと、という協議をしているが、せっ

かくなので、実際PTAの現場にいる会長に聞きたい。通学区域審議会の中

では、今の状態でも特に問題ないと、この状態でもみんな楽しくやって

いるような発言があったので、そもそも本当に中にいる人たちが幸せに

いれば、外から見て数だけ見て減らせ、減らせというよりも、中の人たち

が本当に幸せだったら、やらないという選択肢もあると思う。その辺り

のことについて、現場の声として考えを教えていただきたい。 

 

委 員：私は職員ではないので、毎日学校に行っているわけではなく、様子を毎

日見ているわけではないので言い切ることはできないが、子どもたちと

先生方は、今の現状の中で、創意工夫で学校生活を送っていると思う。昼

休みに外へ出られなくてかわいそうとか、そういった意見もあるが、み

んながみんな外に出たいわけではないし、私は、多いことが悪いという、

この空気感は好ましくないと思う。本当に大変なことももちろんあると

は思うが、それをポジティブに捉えていきたいというのが、ここ数年、通

学区域審議会もやっているが、私が感じたことである。 

黒内だけで考えれば、学区編成、線引きとか、バスとか、そういったもの

は解消に向けてもちろん必要だとは思っている。ただ、守谷市全体で見

たときに、それが今度は受け入れ校はどうなのかという問題が出てくる

と思う。バスが減っていく、人数が減っていくといったこともあるが、受

け入れ先の受け入れられる人数の限界もあると思うし、私はどうしても
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市内全体で考えたいと思っている。どうしても、この１か所だけで考え

るとひずみが出るのかなと感じている。私としては、肌感ではあるが、今

１年生が５クラスになって、来年も５クラス、もう少し人数としては減

るのではないかというところから、このままの方針でいいのではという

ふうに正直なところ思っている。ただ、全校児童数を見ると１、０００人

を超えているので、どうしても多いという部分があるとは思うが、この

方針としては、私はこのままでいいと思う。ただ、それが黒内の総意の意

見ではないということは言わせていただきたい。これは私個人の意見な

ので、黒内の方が全員こう思っているかは分からない。 

 

委 員：ちなみに、黒内の方々の意見を聞いたりとか、吸い上げたりとか、アン

ケートを取ったりと、ＰＴＡとして代表であり、有識者でもあり、部会に

参加されていると思うが、そういったことはされたのか。というのも、先

日、我々この会について地域の報告会をしたのだが、ＰＴＡに参加して

いる保護者から、こんな大事なことを学校からも聞いたことがないとい

う意見があったので、その辺はどうされているのかというのを聞きたい。 

 

委 員：アンケートはＰＴＡではなく行政がやるべきだと思う。そういった意見

があればもちろん伝えていくが、今のところ私にそういった意見は来て

いない。 

 

会 長：そもそも結局、何かしらアンケートを取るということは、その先のアク

ションというものが想定される。 

 

委 員：今ので言いたかったのは、渦中にいる当事者の方たちが、数だけ見て、

周りから言われて減らせ、というよりも、本当に減らさなくていいよと、

スクールバスで決まったのだから、これでいこうじゃないかと思うので

あれば、それも一つの選択肢ではないかということ。中にいる方たちの

意見はとても大事だと考えていて、そこは尊重されるべきだと思った。

今の意見は、個人意見ということで聞いたが、私たちの周りで地域の方

を集めて聞いた限りだと、新設校、分校、もしくは新しいところを東側に

建てるという意見が多かった。もちろん少子化ということもあるので、

学校という位置付けだけではなく、先の東側のこの前の有識者会議でも

あったが、子育て支援センターもない。図書館もない。東側にあれ程まで

子どもたちがいても、何一つない。それはもう10年以上前から市のほう

にもそういった声は届いていると思うが、子どもたちは294と線路を渡っ

て学校に行き、中央公民館に行き、図書館に行きというような生活をし

ている。うちの子が小さいときに言ったのだが、すでに卒業してしまっ
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ている。そうやって結局言っている間にやってもらえないことで終わっ

てしまう。今からでもまだ遅くないので、そういう案もあるのではない

かと思う。 

 

委 員：新設校は駄目というような感じになっているが、私は、北園に保育園が

あって、結構古い建物だと思うが、あそこに小中一貫校を造ったらいい

のではないかと思った。というのも、子どもの数が将来減るのではない

かという懸念はあるかもしれないが、それを見越して柔軟な設計にして、

ただ小・中学校というだけではなくて、公共の建物として造り、将来的に

様々な用途にできるようしておくとか。本当にどうにも使い道がなくな

ったときは、老人ホームにしてもらうとか。茨城県は老人ホームが少な

くて、この辺の人は、柏のほうなどに老人ホームを探しに行っていると

いうのを介護の会社の人に聞いた。そういうふうに学校だけっていう使

い道に限定しないで、そういうものを造るのもいいのではないかと思っ

たのと、実は、私が卒業した小学校は、今年で創立１５０周年になる。鉄

道の駅が一つしかなく、あとは海みたいなところなのだが、１５０年続

いているし、当時はなかった中学もできて、続いている。ここみたいに１

本で東京に行けるようなところではないが、それでも何とか続いている

ので、人が減るとあまり考えないほうがいいかなという気もしている。

そのため、新設校というか、あそこを何とか利用して何かできないのか

なというのを私は考えた。あと、これはこの間、自治会の会長だと思う

が、北園か松並青葉か分からないが、私立の小中一貫校を誘致するとい

う考えもあるのではないかと言っていた。ただ私は、いきなり私立はど

うなのかなという気がしている。今ちょうど黒内小学校の目の前に国際

大学の東風小学校というのがあるが、誘致をするといったら、このよう

な小学校が手を挙げるのではないかってその会長は言っていた。それは

分からないが、ただ、公立と私立だと費用も相当、公立とは比べ物になら

ないくらい学費が高いし、いきなりそういう案よりも、最初は公立で何

とかならないのかなと思う。近隣のつくば市は、最初は春日に中高一貫

校が１校できた。私は当時その辺に仕事で通っていたので、できる前後

を知っているのだが、１校できたと思っていたら、人気が出て足りなく

なってもう１校できて、結局、合計８校になったと聞いた。さらに隣のつ

くばみらい市も何か造るらしいということを聞いて、守谷市にも１校ぐ

らい小中一貫校があってもいいのではないかと思った。小中一貫校にす

ると、別々よりも学力が伸びると聞いたので、メリットが多いのではな

いかなと思う。 

 

委 員：私もどちらかというと新設校や分校のように別に学校を建ててほしいと
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いうのが一番の思いであり、そういう声を先日子ども会のほうで投げた

ときにも、納得いかないという保護者の声が実際にあった。学校の建設

というのは時間のかかる話なので、今すぐできることで何か子どもたち

にとって学びの向上をできることはないかなと思っている。文科省が公

立小中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きを出している。実は

友人に黒内小学校の先生がおり、その方が先生同士の意思疎通が取れて

いないというふうに言っていた。学校全体にわたり教職員の十分な共通

理解を図ったりする上で支障が出ているっていう部分でも、子どもたち

以外の部分ではあるが、そういったマネジメント的なことを担う教員又

はそれに属する職員を黒内小学校に配置してほしい。教職員の先生方の

サポートなどに入る先生を配置してほしい。これは恐らくすぐにできる

のではないかなと思う。あと、各クラスに補助に入る先生を増やしてほ

しい。 

 

会 長：申し訳ないが、時間が迫っているので通学の話にフォーカスしていただ

きたい。 

 

委 員：もちろん通学区域はそうなのだが、今現状で何かできることも。通学区

域というのは、もちろん子どもたちの学びに影響することなので、今現

在、学びに何か大きくプラスになることがあるならば、議論というか意

見というか。通学区域の話をすると、小学校だけではなくその先の中学

校をどうするのか、という声を多く聞く。先日、事務局に問い合わせた際

に、あくまでもこの部会は、黒内小の話に限ってほしいということを、念

を押して言われたが、保護者は、その先に見据えている中学校も含めた

ことで通学区域を考えているということを知っていただきたい。 

 

会 長：そのとおりである。子どもはずっと通うことになり小学校で終わるわけ

ではない。 

 

委 員：教育というと、教育長は黒内小学校の校長先生を経験して今に至ったは

ずである。また、現場の中で今のままでもいいのでは、という意見もあっ

たが、実際その現場を見てきて、今、全体を見る立場で教育長は黒内小学

校をこの後どうしたらよいと思っているか聞きたい。 

 

教育長：今はすでに立場が違い、黒内小の校長ではないので、私見を述べていい

のかどうかということも今、考えあぐねてはいるのだが、基本的に、この

議論については、令和６年３月の答申で「児童推計値に応じた対応策」と

いうことの中に、「今回の対応策を実施した場合であっても、黒内小学校
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の過大規模化は急激に鈍化せず、令和８年度以降に教室数が不足する可

能性がある。市は、これを重く受け止め、児童生徒の適切な教育環境確保

に努めること、また、中長期的な小・中学校の適正規模の観点から推計を

毎年行うとともに、適切な対応を庁内全体で検討する」というのが、当時

私が黒内小の校長であり、通学区域審議会にも所属していて、副会長と

いうのを仰せつかっていたので、全庁で検討してもらえるということで、

深く感じ入ったところである。それが、冒頭で質問があった有識者会議

につながっているのであろうというふうに私は認識している。新設増設

の提案企画というのは、もちろん教育委員会がするものである。これは

法的に根拠がある。有識者会議に先立つ、令和５年度からの２年間の通

学区域審議会で十分に浸透していなかったという指摘はいただいている

が、地域へのアンケートや通学区域審議会での調査検討を踏まえて今回、

市長が答弁をした後に、パブリックな立場で、今、新設の可否について私

が意見を申し上げることはできない。 

 

委 員：新設という意味ではなく、スクールバスが始まってまだ半年だが、この

５年以内に適正をさらに加速的にする必要があるかどうかということ

で、必要ないという意見もあったが、教育長はどう思うかということで

ある。それによって私たちも、渦中の人たちが大変なのだというふうに

思えば、協力する必要もあると思うが、そうではないのなら、そもそも今

のままでいいと言っているものを、子どもたちを無理に動かしたりして、

市民間の対立を生んでまでやる必要があるのかなというところを確認し

たいと思っている。 

 

教育長：これも私見になる。委員が先ほど話してくださったとおり、既に通学区

域審議会の審議の途中で、その該当にはならないと一度決定したところ

のシミュレーションをして、それを提案するということが、そもそも納

得いただけないのだろうなということはよく理解できた。通学区域の見

直しをするのは、教育委員会なのだが、もちろんそれには留意点があっ

て、ここにいらっしゃる委員や保護者に大きな影響を与えるので、ここ

での声を踏まえて、教育的、社会的な配慮を持って慎重に進めるという

のが一般論である。そのため、分断するとか、地域の方が納得いかないと

いったことになるのであれば、それを無理に進めることはできないと私

は思っている。あともう一つ。これは、先程の発言と重複するが、「規模

が大きいから悪なのだというところが納得いかない」というのは、私が

勤務していたときに非常に感じていることであった。子どもは環境への

順応性はあると思っているが、だからといって望ましくない環境で過ご

させることも、またよくないと思っている。一方、適正規模のために可視
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化された資料や数字が一人歩きして、それを自分なりに解釈した方のＳ

ＮＳなどによって、学校の実情と随分違うイメージが拡散していたこと

は、一昨年の議論で一番残念に感じたことである。それは具体的にどう

いうことかというと、学校公開を黒内小は３回実施したが、そのときに、

新１年生の保護者がトイレ休憩の様子を見て「行列になっていないので

すね」と言っていた。「過大規模校だから35人以上いるのですよね」とか、

「アサガオの観察ができないのですよね」などといった質問を受けるた

びに、子どもたちと先生方に非常に申し訳ないと強く思い続けた２年間

であった。その審議の途中で「どうして僕たちがほかの小学校に行かな

くてはいけないのか」という声を児童からかけられたこともあった。こ

れが一番私にとってはショックな言葉で、特定地域選択制度の学年対象

とか通学区域の見直しの議論がなされている中で、子どもたちにそうい

う誤解を与えてしまい、私が一番猛省させられた瞬間だった。子どもた

ちがその渦に巻き込まれてしまったことは、今なお反省している。その

ため、抽象論になるかもしれないが、これから検討していく方針が誤解

なく保護者、子どもたちに伝わることは、私の今一番大事な役目だと考

えているし、黒内小の規模が過大であるということは、もう自明のこと

であり、過大規模を何とかしなくてはいけないからということで、ここ

に集まっているわけで、すぐにできる特効薬はない。そのため、こうして

知恵を出し合っているわけである。そのため、大人は、よく「子ども目

線」と言うが、大人の言う「子ども目線」ではなくて、黒内の現状として

の課題だけを可視化するという方法ではなくて、例えばもう既に行われ

ている就学校変更制度だとか、スクールバスの選択制をもっとポジティ

ブに選んでいただけるように、安心して選択してもらえる制度設計とか、

改善を行っていく必要があると思う。ここにいらっしゃる皆様を含め、

地域の方々が、これは地域の分断になるということで、通学区域の見直

しが望ましくないという結論を出されるのであれば、これは無理に進め

ることはできないというふうに私は思っている。私見になったかもしれ

ないが、以上である。 

 

委 員：この委員会は、黒内小が今、非常に多くなって、爆発寸前になって、それ

に当たって何とかしたいということで、この委員会としては、与えられ

たテーマが黒内小の適正化に向けて委員に何かいい案はないのかと。そ

して、それを集約して、何か案があったら通学区域審議会と教育委員会

がまたそれを参考にして、それを決めるのではなくて、それを一つの参

考意見として、また新しい考えをして、最終的に結論を出すのである。

我々はあくまでも適正化を前提として話をしているのだと思う。過大学

校は利点欠点ある。過少も利点欠点あるわけである。しかしながら、今現
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実に黒内小がパンク寸前なので、このままにしていたら、増築、増築とな

って、きりがないわけである。それを是正するために、どうせなら適正化

に向けていきたいと。手を加えるなら適正化に向けていきたいので、そ

れに対して、この委員会が何かいい提案をしてくれということで言われ

ているのだというふうに私は解釈している。 

 

会 長：私もその解釈をしている。検討した中で、例えば今回、事務局からオプ

ションが幾つか提示されて、そのオプションも実際にやってみると、現

実的ではないのではないかというものが見つかってきているわけなの

で、それは捨てようといったことも、一つの意見だと思う。それは、我々

の検討の結果として上げていくような話であり、議論の結果としての成

果だと思っている。必ずしも、この部会で何か一つの案を出さなくては

いけないというわけではなくて、実際にいろいろなオプションを検討し

た結果、こういったものが棚に上がって、これを落としたが、こっちは何

とかなるかもしれない。先ほどのソフトなやり方で、ポジティブに児童

を分散させるような方法がないかというところは、まだ具体化する余地

があるのかなと思うが、一方で、それはそれで検討したけれども、限界

で、そもそもそういった状況の中で本当に適正化に向けて動くべきなの

かということにまで議論が及ぶのだとすれば、それは議論をした上で、

そこに関しては我々委員の中では、こういった意見があったというとこ

ろを上げていけばいいのかなと思う。そのため、あくまでも、まず議論の

土台を崩してしまうと全く議論にならないので、適正化に向けた検討と

いうものをこの１、２回はやってきていて、その中でオプションも明ら

かになってきている。先ほどシミュレーションのところで出てきている

地区に少し偏りがあるのではないかというところは、何らかの形で是正

をしたほうがいいと思うが。その上で資料としては幾つも出てきている

ので。先ほどの、これは提案になるが、次回第３回の議論に関しては、事

務局のオプションのイの案があると思うが、ソフトに何かインセンティ

ブを持たせられないかというところに関しての具体化ができないかとい

うのが、一つの論点としては議論したいなというところである。もう一

つは、そもそも今日提案のあった新設や分校に関しても、何か資料が追

加であるわけではないので、どういうふうに議論したらいいのかという

っていうのもあるものの、それが二つ目の議論となるのかと思う。三つ

目として、先ほどの話で、それらを踏まえた上で、そもそも本当にこうい

った適正化に向けて何かハードなことをやるべきなのかという辺りの議

論が行えるといいのかなと思うが、いかがか。盛りだくさんだが、何か意

見等はあるか。それでよければ、２番目の進め方について、何か具体的に

ないか。いろいろ出してもらっているが、シミュレーションは、あくまで
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も参考値でしかないので、計画的にちゃんとしたものを見なくてはいけ

ないところもあると思う。新設とか分校の話は、恐らく有識者会議の中

でもいろいろと資料が出てきているのかと思うので、そこをもう少し、

復習ではないが、どういった資料が出てきていたのかを見た上で、何か

ディスカッションできるといいのかなとも思うが、いかがか。 

 

委 員：案としては、市長が造らないと言っているけれども、地域に住んでいる

市民の声というものがあるので、それは残してもらいたい。市長がやら

ないというから、今後も除くのだというのは、少し違うのかなと思う。 

 

会 長：そういうことであれば、その議論自体はしたいと思う。ただ、どこに結

論がいくかということは、別に定めるつもりもなくていいと思うので、

そういった形でやるのはどうか。 

 

委 員：前回の宿題であった、松並青葉と守谷中学校の方の委員の追加はどうな

っているのか。 

 

事務局：現時点では説明していない。具体的にどこの方を委員にしようというの

が、部会の総意として決まれば対応もできる。 

 

委 員：松並青葉の方は当事者であるし、恐らくこの資料を見た松並青葉の方々

は、スクールバスがコストであると見る方が、結構いると思う。それなり

に話したいことが、松並青葉の中でも出てくると思う。そのため、松並青

葉の方は呼んだ方が良いのではないかと思う。この受付終了が変わるこ

とに関しても、早めに松並青葉の方の話は聞いておくべきなのではない

かと思う。 

 

会 長：委員はどのように選出することになっているのか。 

 

事務局：自治会、町内会からの推薦という形と取っている。 

 

会 長：それで打診してみるのはどうか。この委員会の規模を考えると恐らく一

人くらいになるか。 

 

委 員：西と東とレーベンになる。 

 

会長：３人になると多いのでは。 
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委 員：当事者たちがいないことの方に、大きな違和感がある。資料を初めて見

たときに、最後のまとめのところを見たが、スクールバスはお金がかか

るから、ほかの案をつくってほしい、というように見えてしまった。いな

いところでこういうことを書かれると、本人たちはスクールバスを使っ

ていて、どうなのか。 

 

会 長：数字とはそういうもので、解釈はそれぞれになるが、そこに当事者とし

ていたほうがいいのではないかということでよいか。 

 

委 員：その通りである。 

 

会 長：それは一つあると思う。方法を考えたい。恐らく、今、決まらないような

気もするが、基本的には、１名出てもらえる方がいるのであれば、呼んで

いただくほうがいいかなと思う。 

 

事務局：松並青葉地区には自治会が三つあるので、３人だと、確かにさらに３人

人数が多くなってしまうという現実あると思うので、打診はしてみたい

と思う。松並青葉地区から１人というような形で選出いただくのがいい

のかなというふうには思う。 

 

会 長：承知した。先ほどの案で、また次回日程調整させていただきたいと思う。

今回はこれで終了とさせていただく。事務局から何かあるか。 

 

事務局：第３回の資料についてだが、今回オプションのところでいろいろ案を出

していくという形になったが、もし事前に何か案だったり、配付物あっ

たりする場合、事前に事務局宛てに連絡を頂きたい。 
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会  議  録 
 

会議の名称 第３回守谷市黒内小学校通学区域地域検討部会 

開催日時 
令和８年２月５日（木） 

開会：１８時００分   閉会：１９時０８分 

開催場所 守谷市役所 ミーティングルーム 

事務局（担当

課） 
学校教育課 

出 

席 

者 

委 員 
荒木委員、片桐委員、堀込委員、古橋委員、池田委員、藤井委

員、松見委員、渡辺委員（オンライン）、明嵐委員、天野委員 

その他  

市職員 
奈幡教育長、直井参事、小林部長、藤沼課長、坂本課長補佐、

後閑係長、岡野主任、姫野主任、松本主事 

公開・非公開 

の状況 
■公開  □非公開  □一部公開 傍聴者数 ６人 

公開不可の場合

はその理由 
 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 協議事項 

  令和７年度通学区域審議会への報告内容について 

３ その他 

４ 閉会 
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審  議  経  過 

会 長：今回は、部会として令和７年度の通学区域審議会へ報告する内容につい

て協議したいと考えている。 

報告事項 教育施設新設等に係る守谷市の方針について 

――――――――――――――事務局説明――――――――――――――― 

事務局：本日は第３回の部会ということになるが、これまで第１回、第２回と開

催した中で、事務局として、会議を円滑に進行するための説明が不足し

ていたと反省している。まずはその点についてのお詫びと説明をしたい。

反省している点としては、まずは、この検討部会の立ち上がりの経緯、

部会で検討すべき内容、委員の構成や選出の基準の説明が不足していた。

そのため議論の方向性が定まらなかったと考えており、事務局の説明や

情報提供が不足していたことがその要因ではないかと考えている。この

ことについては、大変申し訳なく感じている。この場を借りてお詫び申

し上げたい。また、これまでの会議の中で、議論にもなった新設校の設

置に関しては、今年度の途中で、現時点では新設校は設置しないという

市の方針が明確になった。これにより、部会において検討していただく

内容にも影響が生じたが、事務局から議論の進め方を提案できなかった

点も反省している。このことについても、大変申し訳なかった。本日の

会議では、部会の実質的な上位組織である守谷市通学区域審議会に、ど

のような内容を報告するか、また今後の部会の方向性について話し合っ

ていきたいので、その前に、事務局から部会設置の経緯や委員の選出基

準などについて、改めて説明したい。少し長い説明にはなるが、その説

明内容をもとに、議論をお願いしたい。 

事務局：守谷市立黒内小学校通学区域地域検討部会は、令和５～６年度の通学区

域審議会の答申を受けて令和７年度に設置された。部会の役割は、通学

区域変更の継続協議や黒内小学校の適正化方策を地域の課題を踏まえて

検討し、その結果を報告すること。 

なお、新設校については、守谷市及び守谷市教育委員会の方針として、

土地確保や工期の長期化、児童数の減少傾向、建設費用や維持管理経費

の将来的な負担を考慮し、学校を新設する考えはないため、本部会にお

いても新設校の選択肢は議論の対象外とする。これは市の明確な意向で

あり、部会の議論はこの方針に沿って進められる。 

令和５～６年度の通学区域審議会では一部地域で通学区域の変更が行わ

れたが、通学区域を変更することを前提として委員を選出したのではな

く、まずは見送りや継続協議となった地域の方に意見を聞く場として、
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選択制度の導入等も含めた適正化方策の実施について、ゼロベースで検

討を進めていく。地域の意向として通学区域変更に同意しない声が強い

ことも認識している。 

本部会の検討テーマは、通学区域変更の協議継続の可否、学校選択制度

などの適正化方策、通学路の安全確保である。 

議論を継続する場合は、令和７年度の最新人口推計を用いたシミュレー

ションを実施し、３月の審議会に途中報告する。学校選択制度を導入し

た際の利用促進策も議題に含まれる。 

議論を終了する場合は、「通学区域変更は適当でない」と報告し、適正化

方策や安全対策に重点を移し、委員構成を見直して進めることになる。 

 

――――――――――――――質疑・意見――――――――――――――― 

会 長：議論のポイントを整理する。 

１点目は、「通学区域の変更をするか否か」の議論である。 

    通学区域の変更という対策は受け入れられないという考えであれば、部

会としては地域に諮った結果として反対意見が提示されているという報

告になると思っている。 

それぞれの地区において、通学区域の変更について議論を続ける余地が

あるかお聞きしたい 

２点目は、どの地域も今は通学区域の変更はないということであれば、

通学区域の変更以外の方法で黒内小学校の適正規模化に関する議論を行

うこととなる。 

通学区域の変更はハードな内容になるが、選択制についてはオプション

を増やす話になるので、そこについては柔軟に議論ができるのではない

かと個人的には思う。今日は、そのような議論や、どういったところを

議論するか、というところの話をできると、次につながると考えている。 

最初に通学区域の変更に対してご意見いただきたい。 

せっかくなのでお一人ずつご意見をいただきたい。 

 

委 員：その前に、今日は専門家の委員が来ているので、このテーマに対して参

考になるような点があればご教授いただきたい。 

 

会 長：事務局の説明を踏まえ、委員からご教授いただきたい。 

 

委 員：適正配置や統廃合の問題は、一般的には少子化が進んでいるので、学校

が小さくなるという前提で議論となる。 

しかし、つくばエクスプレス沿線は特別に人口が増えている状況であり、
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守谷市の中でも黒内小学校だけ極端に大きくなってしまっているという

ことで議論になっているので、一般論でなく、これまでの守谷市の審議

会の感想のような形で話す。 

当初、黒内小学校の児童数があまりにも多いので、適正規模になるよう

にと考えたときに、当初は理解を得られると思い進めていたものの、黒

内小学校に通いたいから引越してきた方が少なからずいたので、簡単に

はいかないことが明らかになった。 

人口推計はつくば市や他の自治体でもやっているが、なかなかうまくあ

たらないということがけっこうある。 

必ずしも見通しどおりに子どもの数が変動するということでもないとい

うこともまた難しくしている。 

黒内小学校は学校運営がうまくできている。本来であれば２校分の児童

が１校にいるのでとても難しいはずだが、学校運営でうまくやっていた

ので子どもたちと保護者にそれほど違和感なく進んでしまった。ただそ

れは、学校運営の問題であって、教育委員会の立場からするとできるだ

け適正な規模の学校にしたい。 

校庭を見ると、どうしても多いということが客観的には明らかではある

が、学校運営上うまくやってきたのでそれほど大きな問題が生じなかっ

た。教育委員会では、黒内小学校に通いたいというご家庭が増えていく

ので、それに対応し続けた結果、限界になったと思う。 

黒内小学校の特有の背景があると思う。それで結果として松並青葉の皆

さんにご苦労をかけて他校へ移っていただく以外に選択肢がないという

ことで、当初は通学区域の変更ということだったが、反対意見があった

ので選択制に落ち着いた。 

松並青葉の皆さんにのみ負担をかけていたので、それ以外の地域でなに

かできることがないかを部会でご議論いただきたいところである。 

通学区域指定の権限は教育委員会だが、学校と地域の連携のため、地域

の意向を確認しながら通学区域を変更していくという形になる。 

松並青葉だけに負担をかけてよいのかということが課題として残ってい

るので、今回改めてこの地域でご検討いただきたいということである。 

だからといって強制的に変更というわけにはいかないので、それぞれの

ご意向を確認して、できないのであれば、審議会に持ち帰ることになる。 

 

会 長：過去の答申を読んで私もまさに感じていたことだ。 

各地区から選ばれているので、地区の代表という役割で参加いただいて

いる。一方で守谷市民の代表でもあるので、地区の利害を超えて考えな

ければいけないとも考えている。 

ご助言も踏まえながら各地区から通学区域の変更についてご意見をいた

だきたい。 
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委 員：近所に小さいお子さんがいるので、その方たちの立場に立てば、黒内小

学校が近いのでそこに通わせてあげたいと強く思っている。 

例えば、守谷小学校に変更となった場合は遠いので、どのように通うの

かが問題になる。スクールバスに乗せてもらえるのか、など。初等教育

の間はすごく大切だと思うので、安易に、いっぱいだから学区を変えて

も仕方ないとは答えられない。歯切れの悪い回答だが、はっきり申し上

げられない。 

 

委 員：このメンバーでの議論は続けるべきではないと考えている。 

もう少し当事者としてほしい地域があるので、区域変更にしても、当事

者となる地域を増やしていただきたい。 

区域変更以外について話し合うにしても、このメンバーではなくてもよ

いのではないかという思いが強い。 

黒内小学校では来年から通学班と下校班がなくなると聞いたが、そうな

ると、遠い方々は、突然当事者になり、黒内小学校じゃなくてもよいの

かなと考える人が増えるのではないかと思った。 

部会のメンバー選定からもう一度考えていただいて、その上で呼んでい

ただけるのであればもちろん参加するが、このメンバーでは続ける意味

があまりないのではないかと思っている。 

 

会 長：距離が１つの要素だと思うが、後ほど今後どうするか話すときに参考に

したいので、どの要素でどのような方々が議論の場に来られるべきかご

意見あるか。 

 

委 員：全体的にと言いたい。前回出たインセンティブみたいな問題にしても、

地域の代表者が出ないと知らない人が多い。何をするにしても全体的に

黒内小学校に通う人みんなに周知できるような部会を立ててほしいと思

っている。 

 

委 員：課題に対して、地域間の対立につながるような施策の一つになる可能性

があると思っている。例えば、松並青葉が我慢しているという話があっ

たが、この地域も我慢する、この地域も我慢する、でも我慢しない地域

もある、それは不公平ではないの？という進め方の選択肢には賛成でき

ない。 

学校教育の観点で話していると思うが、地域のコミュニケーションとい

う観点で、例えば同じ町内会なのに違う小学校に行っていると、小学校

の話題は保護者の共通テーマの１つなので、コミュニケーションのツー

ルの１つになると思うが、それがなくなると地域の分断になる。地域の
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安全や安心の問題につながると思う。 

駅の近くについては、資産価値の問題でもあると思う。 

黒内小学校なら徒歩１０分のところが、例えば守谷小学校になると徒歩

４０分になる方もいると聞いている。これは学校教育だけの問題で納ま

るものなのか疑問である。距離については債権者にとって問題は甚大で

ある。もし遠くにいくのであればスクールバスはセットで話さないと難

しいと思う。 

ここまでが通学区域に対する意見である。 

先ほど委員から、黒内小学校はうまくやってきたという話があったが、

具体的にどのようにうまくやってきたと思っているのか聞きたい。 

これまで近所の子どもたちの声を聞いてきたが、率直に、校庭で遊べな

い、つまらない、クラブ活動ができないという声が結構あった。そうい

った声はなかなか先生には言えないと思うが、実際そういった声がある

中で、どうやってうまくやってきたのか疑問だったので、伺いたい。 

 

会 長：２点目のところについてはあとに回す。 

１点目は、まとめると、通学区域を変更することについてネガティブな

お話をされたかと思うが、変更するべきではないという意見でよろしい

か。 

 

委 員：スクールバス関係なくただの変更という意味では、するべきではないと

いう意見である。 

 

委 員：私も学校運営がうまくいっているというのは、引っかかっている。 

１つは、校庭で毎日遊べないことに不満をいだいている子どもがいる。

クラブ活動では、人数が多いあまりに第４希望のクラブ活動をやってい

る子がいる。第３希望にも当てはまらない。本当だったら第１、２希望

のやりたいクラブでもっと回数多く経験することで楽しく学校に行ける

はずが、第４希望ということで、行き渋りがあったようだ。 

このような子どもが学校の中に少なからずいても、教育上の観点から学

校運営がうまくいっているというのか。 

 

会 長：通学区域の変更についてご意見をお聞かせいただきたい。 

 

委 員：通学区域の変更は、土塔では、土塔新山、土塔中央、土塔本町の３つの町

内会から子ども会運営をやっている。部会に呼ばれているのは土塔新山

と土塔本町だけで、土塔中央は外れている。子ども会ではこの３つの地

区が一緒に活動しているが、土塔中央だけは黒内小学校に継続して通え

る地域で、２つの町内会は違う学校にということが議論にあがっている
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時点で既に保護者や子どもたちから「なんであちらは黒内に行けるのに

僕たちは違う学校に行くという議論になっているのか」と子どもたちや

保護者の方から不安の声を聞いている。 

松並青葉から御所ケ丘小学校に通っている保護者に聞いた話では、学校

から帰ったあとに、周りは黒内小学校の子どもたちばかりで遊ぶ友達が

いない。御所ケ丘小学校の子どもたちがいなく学校から帰ってきたあと

に、孤立している。ということが起きているようだ。高学年になればな

るほどその事象が強く出ていて、なかなか外で遊べないということが起

きている。 

つまり、地域の中に、学校をそれぞれ選択していくことを進めることは、

学校の適正規模だけではなく、様々な要因が子どもたちにも影響が出る

ということを皆さんに知っていただきたい。 

それを踏まえた上で、学校の中の子どもたちの人数を適正にすることだ

けに重きを置いて議論することが、本当に良いことなのかを教育委員会

にもう一度考えていただけたらと思う。 

 

会 長：通学区域変更については賛成ではないということでよろしいか。 

 

委 員：はい。 

 

会 長：皆さんに伺った内容をまとめると、通学区域変更に関しての皆さんの基

本的なお考えとしては、部会の構成メンバーの話もありこちらで議論す

るものではない、あるいは反対意見が強いと思っている、といった形で

通学区域審議会に報告にするのがあり得るかと思う。事務局には、そう

いった形のご報告をご検討いただければと思っている。 

部会の構成メンバーについては、次の話であり、今後どういうふうにし

ていくかというところにつながっていくと思うので、そのときに議論さ

せていただきたい。 

委員のご認識のところに関していくつかご指摘があったかと思うので、

それに関して委員からいただきたい。 

私自身の認識を申し上げると、私の子どもは活発に元気にやっている。 

中学生にもなると受験で学校がバラバラになるので、地域のコミュニテ

ィがどれほど今後の成育に影響するのかというところでは、私は違った

見方をしている。重要であるのは間違いないが。私自身も小学６年生の

頃に転出し地域から離れてしまったが、それでも自分自身は大丈夫だっ

た。 

昨年行ったケニアでは、非常に貧しく、学校施設も何もないが、子ども

同士の遊びだけでなく、地域や親のために手伝いをしながらたくましく

成長しているところを目にしてきた。 
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個人的な経験からの感覚ではあるが、私たちが置かれている状況は贅沢

な話だと私は思っている。 

では、先ほどのところを委員から補足をお願いたい。 

 

委 員：私の理解とすると、１つの学校に２つの学校の児童数の規模なので、校

庭の狭さや、選んだものができないというのはそのとおりである。 

ただ、比較的、非常に工夫されて、できるだけ子どもたちの負担が少な

いような配慮をされていると感じている。 

学校からすると、学校に来ている児童の数が前提になるので、その数を

受け入れた上で、できるだけ子どもたちのデメリットにならないような

工夫が様々になされていると理解している。 

おっしゃるとおりデメリットはあるが、できるだけデメリットが生じな

いように学校が努力されている。 

本当に適正規模にしようと思うと、ある一定の地域の皆さんを別の学校

に行っていただくということになるが、それができないので、次善の策

というようなことで、選択制になった。 

 

会 長：評価の仕方は人ぞれぞれだと思うので、委員から一つの視点をいただい

たというところだ。子どもたちの環境を考えると学校に在籍する児童の

数だけが観点ではないというご指摘もそのとおりではあると思う。総合

的に見なければいけないところだ。 

通学区域の変更については、基本的には行わないという総意になると思

う。また、それとは形が異なる意見もあったのでそういったところを事

務局で素案を書いていただき審議会に報告する準備をしていただきた

い。 

素案については、これまでの議論が適切に反映されているかがポイント

になるかと思うので、素案ができたら部会を代表して私の方でレビュー

を差し上げて、必要な修正をしていただければと思う。 

そのような進め方でよろしいか。もし異議や改めて諮った方がよいとこ

ろがあれば、メールや口頭等で素案について議論する場を設ける形で対

応できればと思う。よろしいか。 

 

委 員：会長の方でまとめていただく進め方で問題ないが、通学区域審議会に出

す前に、我々にも事前に見させていただいて、もし意見があればメール

でも良いので意見を言う場をいただけたらと思う。 

 

会 長：その前提である。まず私の方でレビューをするが、報告に当たっては一

度お目通しをいただく必要があると思っている。 
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委 員：通学区域が変更になった子どもたちは不利益を被る事実があると思う。

ただ、不利益だけど一般の不利益とは違う面がある。というのは、学校が

大きいとか小さいとかではなく、先生との出会い、友達との出会いが人

生に大きな影響を与えると思うので、その点も考えてもらいたい。私自

身、私の親も、この問題があったら通学区域変更に反対だろうが、結果的

には、学校が変わっても、先生や友達との出会いが私の人生を変えてい

たと思う。 

保護者は子どもたちの代弁として意見を述べていると思うが、それが子

どもたちの本当の気持ちかというと、全ての人に自信があるとは思えな

い。そのあたりも考えて、通学区域変更が必ずしも悪だとは思わずに、

少し立ち止まって考えた方が良いのかなと思う。 

 

会 長：おっしゃっていることはとてもよく分かる。強く共感する。新しい環境

をどう生かしていくかは、子ども自身、保護者自身がどういうふうにや

っていくかなのかなと思う。 

 

委 員：通学区域審議会にあげる内容について先に意見をしたい。 

結論だけを載せてしまうと、通学区域を変更されたくないと私たちがわ

がままを言っている形になってしまうので、きちんと、前回までで、私

たちの地域は、新設校のお願いをして、前回の部会の最後では新設校に

ついても話し合っていきましょうというところで実は終わっているとい

うことを、正しく通学区域審議会にあげていただきたい。 

 

会 長：議事録には残っている。報告の中身については体裁があると思うので、

そこ（報告書）に書くかどうかという話はあるかと思う。 

 

事務局：議事録は公開すべきだが、そのまま引用して通学区域審議会に報告はで

きないので、まとめる必要はある。 

部会でどのような議論があったか要点を書き、最終的に通学区域変更は

適当ではないという報告になる。新設校の議論があったことも書くが、

詳しくは書けない。議事録とセットで通学区域審議会に提供して議論い

ただくという形になるだろう。 

 

会 長：通学区域変更以外の選択肢についての議論は引き続き検討できるが、さ

きほど意見があったとおり、部会の構成員からやり直した方が良いので

はないかという議論を最初にしなければならないと思うが、いかがか。 

 

委 員：私は守谷で育って今まで守谷にいるのだが、ひがし野から守谷小は遠い

とおっしゃるが、昔は自動車学校の方から守谷小に通っていたことがあ
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るので、遠いと言われて違和感があった。 

山の中の児童を見ると、何分もかけて通っているところもある。強制は

できないが、守谷市のために我慢していただくような考えも持っていた

だけたら良いなと思う。 

 

会 長：今後部会を運営する上での考え方として重要かなと思う。 

私自身の意見は、何か決める必要はないが、できれば今日やりたいと思

っているのが、新しくやるにしても、どういったことを議論する場にす

るかという方向性を導いておくのも良いかなと思う。 

通学区域の変更については区切りにするので、それを超えて、選択制を

導入するとか、そのためのアプローチとしてスクールバスだとか、柔軟

な選択肢があると思うので、そういった議論をする場が必要ではないか。 

その場に参加する人がどういう人が良いかというところについては、考

え方としては、実際に通わせている保護者の方々の意見をどう吸い上げ、

どう議論していくかを明らかにした上で、なんらかの形で意見の収集と

集約を図る場を設けなければいけないということと、その場を設けた上

で、なんらかの方向性を導くのであれば、どうまとめていくのか。 

事務局として意見はあるか。後日改めて提示いただくのでも良いと思う。 

 

委 員：人数を増やして議論しても際限がないので、どこかで切らなければなら

ないと思う。適度な人数で、あまり多くない方が議論が進む。多くするほ

ど意見がまとまらないと思う。 

 

会 長：その意見に賛成。一時的な意見、リアルな意見をどう拾うかという話と、

どうまとめていくかは違う話だと思っている。 

このくらいの人数でもまとまらないかもしれないが、議事を進行する上

では適正な規模のような感じはする。形作りは改めてしなければならな

いと思う。 

多くの方を呼ぶのは不可能だと思うので、やり方をしっかり考えたい。 

議論するにも、前提になる形で各地区に情報がないのがネックだと感じ

るので、そういうところをどうやっていくかというところだ。 

先ほどの方向性で異論がないようので、部会については新たにどのよう

な方法にするか再検討するのであれば、一つのやり方として一旦この部

会を終了する方法もあると思う。 

しかし、先ほどの論点は残っているので、新たに教育委員会で部会を立

ち上げるというやり方もある。 

そのやり方で良ければ、一旦この部会は今日をもって区切りにさせてい

ただければと思うが、事務局いかがか。 
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事務局：今後また別の形で過大規模対策の議論は必要だが、通学区域の変更につ

いては結論をいただけたので、一旦この部会は終了でよいと思う。 

 

会 長：課題はたくさん出てきているが、一つの論点についての方向性自体は見

えていて、それを適切に通学区域審議会への報告に入れていただくこと

が条件だが、この部会は今日をもって終了とする。 

 

事務局：３月の通学区域審議会で報告するので、その前までには報告の素案や議

事録を共有できるよう進める。 

 

会 長：これにて部会を終了とする。 

 

 

 

 


